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ブリーフィング時の質問に対する回答について

1 エレガンスチェックの位置について

エレガンスチェックについては、ＴＣ５ＡおよびＴＣ１１Ａのタイヤチェックエリアと、Ｔ
Ｃ５ＣおよびＴＣ１１Ｃのタイヤマーキングエリアにて、タイヤチェックおよびマーキン
グと同時に行う。
なお、ＴＣ５ＡおよびＴＣ１１Ａで指摘を受けた箇所について、ＴＣ５ＣおよびＴＣ１１Ｃ
で確認を行う。

2 補助灯の作動確認について

補助灯の作動確認については、ＴＣ１１Ｃのタイヤマーキングエリアで行う。
なお、ここで不良があった場合には、クルーのみが車載工具でしか修理できないの
で、直前のサービスで十分に点検をしておくこと。

ブリーフィングの補足説明

1 タイヤマーキングについて

タイヤマーキング済みのタイヤを裏組みする場合には、ロードブック記載の技術本
部に持参して、裏面に改めて表面と同じマーキングを受けなければならない。

2 車両整備申告書について

特別規則書4.11.6に従い、4.11.5 (1)から(5)の作業を行う場合には、作業前の申告
は必要ないが、作業後に車両整備申告書を車両整備報告書に変えて、技術委員
長に提出すること。
また、整備作業を行わなかった場合も同様に提出すること。
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